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法の不遡及（ほうのふそきゅう）とは、法令の効力
はその法の施行時以前には遡って適用されないという法
体系における理念の一つである。 

刑罰法規不遡及の原則とは、実行時に適法であった
行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処
罰すること、実行時よりも後に定めた法令によってより
厳しい罰に処すことを禁止する原則をいう。 

ウイキペディアより引用 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BB%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95_(%E6%B3%95%E5%AD%A6)
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基本的なベントの周知とは、このようにしなければならない 
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原告には騙される理由はない 
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上記は、原子力ムラが作った資料を双葉町が広報誌に乗せたもの。 
地震対策の7つのポイントが完全でなかった責任は、東電と国に存在する。 
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しかし、騙された  
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第７分冊終了 



付録 原発事故は人災である 

• 原発の運転を３月７日に止めていれば過酷事故は防げた。 

• SBO対策とB.5.b対策を完全に実行していれば過酷事故は防げた。 

• 平成２０年９月１０日の会議をオープンにすれば事故は防げた。 

• 東電設計が報告した15.7ｍの波高を原告に報告すれば、発電所の
運転を止めさせていた。 

• 長期評価を素直に受け入れていれば、事故は防げた。 

• 双葉町の広報誌「エネルギーのまちふたば」のとおりであれば、
原発事故は防げた。 

• 被告東電が、津波対策をやらない対策をしたから天罰に遭った。 
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別添：福島県エネルギー政策検討会  平成17年6月 

今後の原子力発電所の安全確保にかかる取り組みについて 

  

• １ 不正問題再発防止の取組み 県は一連の不正問題に対し、県民の
安全・安心の一体的確保を図ることを基本として対応してきたとこ
ろであり、国及び事業者に対し､ 徹底 した原因究明と再発防止対策
を強く求めてきた｡ 

• 事業者においては、一連の不正問題について、事実関係を調査し、
経 営トップを含む幹部の辞職や関係者の処分を行い、不正問題等で
指摘があった検査内容については、各号機毎に点検・検査過程の適
切性を明らかにしつつ設備の健全性の確認を行うとともに 「情報公
開と透明性の 確保」をはじめとする再発防止対策に取り組んできた。 
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•一方、国においては、一連の不正問題を踏まえ、事業
者に対して厳格な定期検査や特別な保安検査を実施す
るとともに、電気事業法等を改正し、原子力安全規制
の強化を図ったとしている。しかしながら、昨年８ 月
には、関西電力㈱美浜発電所３号機において配管破損
による作業者の 死傷事故が発生するなど、国の安全規
制体制は根底から揺らいでいる。 
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•県は､一連の不正問題で停止した原子炉の運転再開に際
しては、地元 町村や県議会の意向なども伺いながら、
県民の安全・安心が一体的に確 保されることを大前提
として、１基ずつ、国が行った安全確認の状況や 事業
者の点検・補修及び再発防止対策の取組状況について、
地元町と連 携しながら立地自治体としての立場から独
自に確認してきたところであり、その中で、国及び事
業者の体質、体制そのものが厳しく問われていること
を指摘するとともに、国に対しては、安全規制機関と
して、安全 確保に真に責任をもった対応を、また、事
業者に対しては、一体的な安 全・安心対策を一つひと
つ着実かつ継続的に実施し、信頼回復に向けた 努力を
積み重ね、それを結果として示すよう強く要請してき
た。  185 



•不正問題以降３年近くが経過しようとする今 、国、 事
業者においては 、 改めて、不正問題の反省に立ち、地
域との揺るぎない信頼関係の下に、 安全規制、安全確
保の責任を果たしていくことの重要性を再認識し、今 
後とも、再発防止の取組みの更なる充実強化を図って
いくことが求めら れる。 

•県としては、地元町と連携し、立地自治体としての立
場から、一つひ とつの事象に即して、トラブルの原因
究明や再発防止等の取組みを独自 に確認するなど、県
民の安全・安心の一体的な確保を基本に、今後とも 国
及び事業者の取組みを、緊張関係の下、厳しい目線で
見ていく。 
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•（５）国の役割 国は、高経年化対策については、一義
的には、長期運転を行う事業者 自らが責任を持ち、展
開していくものであり、国はそれを監視する役割 を負
うとしており、平成15年10月に高経年化対策に係る制
度を改正した 際も、高経年化対策を事業者の法令上の
義務とし、国がその実施状況を保安検査等により確認
する仕組みとしたが、事業者が実施する技術評価 や長
期保全計画に関する国の審査については、法的な位置
づけはなされ ていない。 
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•しかしながら、現実のプラントは、運転の長期化に伴い、
予期し得な かった様々な経年劣化事象が発生しており、
また、今後、さらに高経年 化が進んでいくことを考慮す
ると、国自らが安全を確保するという観点 から、国内の
事象はもとより海外の事象や安全規制の状況、さらには他 
産業の経験等を踏まえ、水平展開を図るなど、常に新たな
知見を取り込 み 「運転開始後30年」に関わらず、保全内
容や検査の在り方等高経年化対策全般について、十分な見
直し、検討を行い、その結果を国民に明 らかにするとと
もに、事業者の取組みに関する国の審査を法的に位置づけ
ることや安全規制に係る新たな許認可制度を創設すること
等、国が安全確保に責任をもった高経年化対策システムを
構築し、有効に機能させ ていくことが求められる。 
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•３ 風通しが良く透明性の高い発電所運営 不正再発防止
の取組みが進められている中にあっても、作業ミス等
の トラブルが発生しており、現場が安全最優先で運転、
保守に取り組み、 情報公開を徹底し、風通しが良く透
明性の高い発電所運営を行っていく上で、原子力発電
所に関わる協力企業も含めた企業システム全体の改善 
にどう取り組んでいくのかが重要な課題となっている。 
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• （１）情報公開の徹底 事業者は、不正問題の再発防止
対策として平成14年９月から企業風土 の改革に取り組
んでいるが、 作業ミスなどのヒューマンエラーをはじ 
め、基本的な現場管理が不十分であることによるトラ
ブルが頻発したこ とから、県は、平成15年６月25日、
事業者に対して、原子力発電に関わ る協力企業を含め
た企業システム全体の改善への取組みを強く要請し た。 
これを受け、事業者においては、協力企業を含めた現
場の安全管理や 協力企業との情報共有の不足、トラブ
ル等のタイムリーな情報公開の不 徹底等を反省点とし
て現場を重視した取組みの強化を図ることとした。 
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• しかしながら、その後においても、圧力抑制室の異物混入問題
など、 作業管理、情報公開等の基本的な品質保証活動が十分で
なかったことが 明らかになったため、事業者は、同年11月10
日原子力発電所における不 適合事象の公表方法を見直し、すべ
ての不適合事象について４段階に分 類し、それぞれの段階に応
じてすみやかに公表することとした。 この間、不適合事象につ
いて情報公開を徹底させようと努めている姿 勢はうかがえるが、
現場での不適合事象が多様なこともあり、なお、情報の取扱い
に課題を残す事例も見られる。 

• 情報の公開は不正問題再発防止対策の最も大きな柱であること
を協力 、 企業も含めた企業全体で再認識し 「まずは第一報」
重視の観点から、 迅速な情報連絡を現場に浸透させ、分かりや
すさにも配慮しながら情報公開の徹底を図り、原子力発電所の
運営の透明性を高めていく必要があ る 
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• また、申告制度については、国においては、平成14年10月８日
に新た に原子力施設安全情報申告制度運用要領を定め、申告制
度の運用状況や 個別申告案件を公表してきている。これまで、
福島第一原子力発電所及 び福島第二原子力発電所に関連した案
件として７件を公表している。 一方、事業者においては、平成
14年10月18日に原子力部門に関する相 談窓口を設置、運用を
開始し、平成16年３月５日には、地域の信頼や安 全・安心の
確保の観点から可能な限り公開するという方針を定め、これ ま
で、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所に関連し
た案件 として８件を公表している。 国及び事業者においては、
今後とも申告制度の意義及び制度の内容に ついて周知を図ると
ともに、申告者の保護に万全を期し、迅速かつ機動 的に調査を
行い、確実に機能させていくことが求められる。 
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•（２）原子力発電所に関わる企業システム全体の改善 
原子力発電所における施設、設備の保守管理が、多層
構造を成す協力 企業により行われている実態を踏まえ
ると、作業現場の第一線にまで品 質保証活動が徹底さ
れ、安全確保意識が十分に浸透していくためには、 協
力企業を含めた企業システム全体の改善が重要である
ことから 県は 、これまでも、様々なトラブルを踏まえ、
風通しが良く透明性の高い発電 所運営の観点から、そ
の必要性を強く指摘してきた。 
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• 事業者においてもそのような問題意識の下、不正問題再発防止
対策の 一環として、協力企業とのコミュニケーションの強化や
協力企業との情 報共有化を図る様々な施策を進めているが、平
成17年５月に、福島第一 原子力発電所で働く協力企業を含む
全員を対象に事業者が実施したアン ケート調査結果によれば、
各種の相談窓口のうち、協力企業従業員の認知度が最も高い協
力企業エコー委員会 でも約６割にとどまっている 。 原子力発
電所に関わる協力企業も含めた企業システム全体については、
これら様々な制度の運用に当たり、様々な意見・要望の一つひ
とつ の小さな声にも真摯に耳を傾け、誠実に向かい合い、そこ
に潜在してい る問題点やリスク、更にはその背景まで含めた検
討を行うなど、現場に おける労務管理の在り方も含め企業シス
テム全体の改善を図っていく必 要があるのではないか。 
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• また、今後は、不正問題以後、一連の信頼回復の取組みを実践
してきた職員の世代交代が進むことにより、不正問題再発防止
を契機として開 始された様々な取組みの本質的な意義が、次第
に見失われ形骸化してい くことのないよう、原子力発電所に関
わる協力企業を含む全員が真に納 得して取り組むことが重要で
あり、事業者においては、これらの取組み の必要性について、
不断に理解の促進と意識の浸透に努めていく必要が ある。 そ
の上で、原子力発電所の安全管理が企業システム全体として適
切に 行われ、協力企業と連携しながら、事業者及び協力企業の
現場の作業に 携わる一人ひとりが活き活きと仕事ができるよう、
企業の垣根を超えて 安全意識、品質意識が共有化され、安全上
の問題や意見をオープンに出 せる風土と問題解決の仕組みを構
築し 運営していくことが求められる 。 
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• （３）安全管理のトップマネジメント 事業者においては、不正
問題の再発防止対策として、発電所の問題を経営層が発電所と
共有し、解決していくために、経営トップを始め経営層が発電
所に赴き、協力企業も含めた現場の職員との意見交換等を行う 
等、様々な取組みを行ってきており、今後も安全確保を最優先
に、協力 企業と一体となって原子力発電所の業務運営の改善に
努めていくとして いる。 原子力発電所のような潜在的な危険
性を内在する巨大システムにあっ ては、経営トップが自ら率先
して現場に出向くなど、経営と現場が一体 となった取組みを不
断に継続して進めていくことがとりわけ重要であ る 今後とも 
経営の意思として 安全に対する目標と戦略を明確にし 。 協力
企業も含め、作業現場の第一線がそれを無理なく確実に実践で
きるよう リスクを踏まえた安全のためのコストの投入 人材の
育成・確保 、 適切な検査期間の設定など、ハード・ソフト両
面の良好な環境づくりを 進めていくことが求められる。経営
トップの「愚直に取り組む 「世界 」、トップレベルの安全・
安心な会社を目指す」という決意の真価が問われ ている。 
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•４ 安全規制機関の在り方 県は、平成７年12月高速増殖
炉「もんじゅ」のナトリウム漏えい事故 を契機として、
国に対して 「国は新しい体質のもとでの原子力政策を 、 
推進すべきである」旨の問題提起をしてきており、平
成14年５月に中部電力㈱浜岡原子力発電所１号機のト
ラブルに対応して原子力安全・保安 院が他の事業者に
対して出した文書の中で 「き裂の有無についての点検
計画を運転計画を勘案しつつ策定する」よう指示した
際にも、国の姿 勢は安全確保より運転優先ではないか
と指摘してきた。 今回の不正問題に対しても、立地地
域の安全・安心を軽視して進める 国の原子力行政や安
全確保に関する基本的な体質、体制そのものが厳しく
問われていることを指摘した。 
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•国は、一連の不正が防止できなかったことの反省を踏
まえ、制度の見 直しや実施体制の強化によって、国と
しての規制をより効果的なものとし、このような不正
が二度と発生することのないよう万全を期すとしてき
た。 しかしながら、その後においても、圧力抑制室の
異物問題や関西電力 ㈱美浜発電所３号機配管破損事故
のように、事象や事故が発生して初めて問題が明るみ
になり、対応を余儀なくされているものが依然として
少 なくない。 
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•福島第一原子力発電所５号機の配管減肉問題では、
原子力安全・保安院は、平成16年９月に、事業
者から平成15年９月までの定期検査中の点 検に
おいて、0.8年と余寿命評価された部位があった
配管をそのまま使 用しているとの報告を受けな
がら、運転継続を容認した。さらに、平成 16年
10月にその事実を知った県が求めた見解におい
ても、法令上も安全面でも問題はないとしている
が、その理由として、 
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• ・事業者の測定実績から得られた年0.6mmという減肉率を具体
的根 拠を示さず、過大と推定し、これを基に現時点で当該部位
の肉厚 は技術基準を下回ることはない、  

• ・具体的な数値を示さないまま、法令に基づく技術基準には、
元々 十分な安全裕度が盛り込まれているとして、仮りに技術基
準上の 最小許容肉厚に達したとしても、これがただちに安全上
の問題に 結びつくことはない、  

• ・当該部位が破損した場合、放射性物質が放出される事故とな
る可 能性があるにも関わらず、圧力条件等により関西電力㈱美
浜発電 所３号機の配管破損事故のような蒸気噴出事故が生じる
おそれが なく運転を継続しても安全上の問題が発生するおそれ
が少ない、 
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• などとしている。本来、運転より安全確保を優先し、技術基準
に基づく 配管の必要肉厚を確保させようとするのが安全規制機
関ではないのか。また、非常用炉心冷却系統ストレーナ閉塞問
題での対応の遅れは、こ れまでの国の安全規制が事業者任せに
なっていたことを如実に示しているのではないか。 原子力安
全・保安院には、立地地域の安全・安心の一体的な確保を図 る
観点から、安全規制機関として安全確保に真に責任を持ってそ
の権限を行使し、的確に説明責任を果たしていくことが求めら
れており、県としては、今後ともその取組みを厳しい目線で見
ていく。 

• 県は、これまで国に対して一貫して、安全規制機関として、真
に国民 及び立地地域の信頼が得られ、より客観性を高めた体制
を確立すること を求めてきており、このためには、原子力安
全・保安院を原子力発電を 推進する経済産業省から分離すべき
であることをここに改めて指摘して おく。 
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